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上尾市長 畠 山

このたびは、ご提言をお寄せいただき、ありがとうございま した。 ご提言に

つきま して、次のとお りお答えします。

罰則 (刑罰)につきま しては、条例でなければ設けることができないことと

なってお ります。 (地方 自治法第 14条第 3項 )

また、秩序罰 としての 「過料」 も、条例又は市長の定める規則でなければ設

けることができないこととなってお ります。 (地方 自治法第 14条第 3項、第 1

5条第 2項 )

上尾市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則は 「教育委員会

が定める規則」 とな ります。教育委員会が定める規則につきま しては、罰則 も

過料も設けられる旨は明記 されてお りません。 (地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第 15条 )

以上の前提を踏まえ、提言いただいた内容につきま しては、対応いた しかね

ますが、ご意見 として承 りました。

<参考>
【地方自治法】

〔条例〕

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反 しない限 りにおいて第二条第二項

の事務に関 し、条例を制定することができる。

② 普通地方公共団体は、義務を課 し、又は権利を制限するには、法令に特別

の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例

中に、条例に違反 した者に対 し、二年以下の懲役若 しくは禁錮、百万円以下の

罰金、拘留、科料若 しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を

設けることができる。
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